
令和７年１０月２９日  

 

各生活保護法指定医療機関 事務御担当者 様  

 

                 刈谷市社会福祉事務所長 加 藤 直 樹  

                            （公 印 省 略）  

 

医療券・調剤券発行に係る依頼方法の変更について（通知）  

平素より生活保護法による医療扶助にご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、医療扶助オンライン資格確認等で資格確認ができない者（裏面「医療扶助

独自のメリット①」＜未委託のパターン＞）が受診したときの医療券・調剤券の発

行依頼について下記のとおり変更いたしますのでお知らせいたします。  

記  

１ 変更内容  

 従来  今後  

依頼方法  電話  原則オンライン ※下記ＵＲＬ等から請求してください。  

 

２ 請求先  

https://ttzk.graffer.jp/city-kariya/smart-apply/surveys-alias/MedicalVoucher 

  

 

 

 

連絡先 刈谷市役所福祉健康部生活福祉課生活保護第１係・第２係  

      電 話 ０５６６－６２－１０３８  

      ＦＡＸ ０５６６－２４－２４６６  

Ｅメール seifuku@city.kariya.lg.jp  



【参考】医療扶助オンライン資格確認における関連資料  

 

 

 

引用「医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き Ver1.4」医療機関等向け総合ポータルサイト掲載  


